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「戦略的国際標準化推進事業（標準化フォローアップ）」 

に係る委託先の公募について（第１回） 

（平成２２年７月６日） 

 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、「ＮＥＤＯ」という。）は、下記標準化事

業の実施者を一般に広く募集いたします。本事業について受託を希望する方は、下記に基づき応募下さい。 

 

 

記 

 

１．件    名 

戦略的国際標準化推進事業（標準化フォローアップ）／ 

 ①「固定発生源からの PM2.5/10 排出質量濃度測定法に関する標準化事業」 

 ②「歯科用磁性アタッチメントの標準化事業」 

 

２．標準化内容 

①平成 21 年 9 月に環境省が PM2.5/10 の環境基準を発表し、国内外で固定発生源からの排ガス中の

PM2.5 分離について関心が高まっている中、幅広い粉塵濃度範囲で、グリースなどを使用せずに、煙

道内に直接挿入して計測するには最も適した計測法であるバーチャルインパクター法が既に平成 22
年 6 月から ISO /TC146/SC1 で CD 投票が始まっている。本事業では、計測データを充足して、平成

22 年 9 月（ハワイ）の WG20 会議で、DIS 原案の承認を取り、ISO 化を推進すると共に、JIS 原案

の作成を行う。 
②我が国の磁性アタッチメントは超小型で耐食性にきわめて優れ、維持力が高く、閉磁路で磁場漏

洩が少ないなど優れた特徴があり、歯科用磁性アタッチメントの耐食性、磁界の安全性、維持力、

義歯及び生体への固定法等について日本主導で ISO 化を進める。同固定法等のついては、既に平

成 21 年 10 月の ISO /TC106 国際会議にて CD 原案として正式に承認され、平成 22 年にはブラジル

で開催予定の同国際会議で DIS 審議する予定である。本事業では、ISO 化の推進と、歯科用磁性ア

タッチメントの国際的普及に資する。 
 

３．応募要領 
(1) 応募資格 

次のa.からd.までの全ての条件を満たすことのできる、複数（又は単独）で受託を希望する企業等と

します。 

なお、本事業は、標準化及び標準化のための試験を行う複数の者による共同実施（複数者連名の委託

契約）を基本スキームとするため、原則、複数の企業等の連名による共同提案とすることとします。 

a.当該技術または関連技術についての標準化の実績を有し、かつ、標準化目標の達成及び標準化計画

の遂行に必要な組織、人員を有していること。 
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b.事業に必要な試験を自ら実施する能力を有していること。 

c.当該委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能

力を有していること。 

d.ＮＥＤＯが標準化事業を推進するうえで必要とする措置を、適切に遂行できる体制を有しているこ

と。 

e.事業目的を着実に達成するため、ＮＥＤＯからの委託事業終了後も規格の制定又は改正等の段階ま

でフォローアップが可能で、また規格制定後も当該規格について改正提案を行う等適正な維持管理

を行うことができること。 
(2) 応募方法 

a.応募者は本要領に従い提案書類を作成し、「５．提案書類の提出期限及び提出先」に基づいて御提

出下さい。なお、FAX及びE-mailでの提案書類の提出は受付けられません。 

b. 次の公募関連書類がダウンロードできますので、御参照下さい。  

・提案書類【Word2000フォーマット】【PDFファイル】 

・仕様書 

①「固定発生源からのPM2.5/10排出質量濃度測定法に関する標準化事業」【PDFファイル】 

②「歯科用磁性アタッチメントの標準化事業」【PDF ファイル】 

・業務委託契約標準契約書 

【http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/h22_3yakkan/gyoumu/index.html】を参照。 

・標準化特別約款 

【http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/h21_3yakkan/hyoujun/index.html】を参照。 

 

４．審査等 

(1) 審査 

以下の審査基準に基づき提案書類を審査します。なお、審査の経過等に関するお問い合わせには応じ

られませんので御了承願います。 

(2) 審査基準 

a.標準化事業の目標がＮＥＤＯの意図と合致していること。 

b.標準化事業の方法、内容等が優れていること。 

c.標準化事業の経済性が優れていること。 

d.関連分野の標準化、試験等に関する実績を有すること。 

e.当該標準化事業を行う体制が整っていること。 

なお、共同提案の場合では、各提案者の役割分担等が明確であり、事業全体の統括者が明らかで

あること。単独提案の場合では、単独での実施が適切であると判断されること。 

f.経営基盤が確立していること。 

g.当該標準化事業等に必要な研究員等を有していること。 

h.委託業務管理上ＮＥＤＯの必要とする措置を適切に遂行できる体制を有すること。 

(3) その他留意事項 
○公的研究費の不正な使用及び不正な受給への対応 

公的研究費の不正な使用及び不正な受給（以下「不正使用等」という。）については、「公的研究

費の不正な使用等の対応に関する指針」（平成２０年１２月３日経済産業省策定。以下「不正使用等

指針」という。※１）及び「補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等の措置に関する機構達」

http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/h22_3yakkan/gyoumu/index.html
http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/h21_3yakkan/hyoujun/index.html


 3

http

（平成１６年４月１日１６年度機構達第１号。ＮＥＤＯ策定。以下「補助金停止等機構達」という。

※２）に基づき、当機構は資金配分機関として必要な措置を講じることとします。あわせて本事業

の事業実施者も研究機関として必要な対応を行ってください。 
本事業及び府省等の事業を含む他の研究資金において、公的研究費の不正使用等があると認めら

れた場合、以下の措置を講じます。 
（※１）「不正使用等指針」についてはこちらをご参照ください：経済産業省ホームページ 

://www.meti.go.jp/press/20081203006/20081203006.html 
（※２）「補助金停止等機構達」についてはこちらをご覧ください：ＮＥＤＯホームページ 

http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu/index.html 
 

（１）本事業において公的研究費の不正使用等があると認められた場合 
①当該研究費について、不正の重大性などを考慮しつつ、全部又は一部を返還していただくこ

とがあります。 
②「不正な使用」を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対し、当機構の事業への応募を

制限します。 
（不正使用等指針に基づき、不正の程度などにより、原則、当該研究費を返還した年度の翌

年度以降２～５年間の応募を制限します。また、補助金停止等機構達に基づき、不正があっ

たと認定した日から最大６年間の補助金交付等の停止の措置を行います。） 
③「不正な受給」を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対し、当機構の事業への応募を

制限します。 
（不正使用等指針に基づき、原則、当該研究費を返還した年度の翌年度以降５年間の応募を

制限します。また、補助金停止等機構達に基づき、不正があったと認定した日から最大６年

間の補助金交付等の停止の措置を行います。） 
④府省等他の資金配分機関に対し、当該不正使用等に関する措置及び措置の対象者等について

情報提供します。このことにより、不正使用等を行った者及びそれに共謀した研究者に対し、

府省等他の資金配分機関の研究資金への応募が制限される場合があります。また、府省等他

の資金配分機関からＮＥＤＯに情報提供があった場合も同様の措置を講じることがありま

す。 
⑤他府省の研究資金において不正使用等があった場合にも①～③の措置を講じることがあり

ます。 
 
（２）「公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針」（平成２０年１２月３日経済産業省策定）

に基づく体制整備等の実施状況報告等について 
本事業の（補助／契約）に当たり、各研究機関では標記指針に基づく研究費の管理・監査体

制の整備が必要です。 
体制整備等の実施状況については、報告を求める場合がありますので、求めた場合、直ちに

報告するようにしてください。なお、当該年度において、既に、府省等を含め別途の研究資金

への応募等に際して同旨の報告書を提出している場合は、この報告書の写しの提出をもって代

えることができます。 
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また、当機構では、標記指針に基づく体制整備等の実施状況について、現地調査を行う場合

があります。 
 
○研究活動の不正行為への対応 

研究活動の不正行為（ねつ造、改ざん、盗用）については「研究活動の不正行為への対応に関す

る指針」（平成１９年１２月２６日経済産業省策定。以下「研究不正指針」という。※３）及び「研

究活動の不正行為への対応に関する機構達」（平成２０年２月１日１９年度機構達第１７号。ＮＥＤ

Ｏ策定。以下「研究不正機構達」という。※４）に基づき、当機構は資金配分機関として、本事業

の事業実施者は研究機関として必要な措置を講じることとします。そのため、告発窓口の設置や本

事業及び府省等他の研究事業による研究活動に係る研究論文等において、研究活動の不正行為があ

ると認められた場合、以下の措置を講じます。 
（※３）研究不正指針についてはこちらをご参照ください：経済産業省ホームページ 

http://www.meti.go.jp/press/20071226002/20071226002.html 
（※４）研究不正機構達についてはこちらをご参照ください：ＮＥＤＯホームページ 

http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu/index.html 
 

（１）本事業において不正行為があると認められた場合 
①当該研究費について、不正行為の重大性などを考慮しつつ、全部又は一部を返還していただ

くことがあります。 
②不正行為に関与した者に対し、当機構の事業への翌年度以降の応募を制限します。 
（応募制限期間：不正行為の程度などにより、原則、不正があったと認定された年度の翌年

度以降２～１０年間） 
③不正行為に関与したとまでは認定されなかったものの、当該論文等の責任者としての注意義

務を怠ったことなどにより、一定の責任があるとされた者に対し、当機構の事業への翌年度

以降の応募を制限します。 
（応募制限期間：責任の程度等により、原則、不正行為があったと認定された年度の翌年度

以降１～３年間） 
④府省等他の資金配分機関に当該不正行為に関する措置及び措置の対象者等について情報提

供します。このことにより、不正行為に関与した者及び上記③により一定の責任があるとさ

れた者に対し、府省等他の資金配分機関の研究資金による事業への応募が制限される場合が

あります。また、府省等他の資金配分機関からＮＥＤＯに情報提供があった場合も同様の措

置を講じることがあります。 
⑤ＮＥＤＯは不正行為に対する措置を決定したときは、原則として、措置の対象となった者の

氏名・所属、措置の内容、不正行為が行われた研究資金の名称、当該研究費の金額、研究内

容、不正行為の内容及び不正の認定に係る調査結果報告書などについて公表します。 

（２）過去に国の研究資金において不正行為があったと認められた場合 
国の研究資金において、研究活動における不正行為があったと認定された者（当該不正行為

があったと認定された研究の論文等の内容について責任を負う者として認定された場合を含

む。）については、研究不正指針に基づき、本事業への参加が制限されることがあります。 

http://www.meti.go.jp/press/20071226002/20071226002.html
http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu/index.html
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なお、本事業の事業実施者は、研究不正指針に基づき研究機関として規定の整備や受付窓口

の設置に努めてください。 
○ＮＥＤＯにおける研究不正等の告発受付窓口 
ＮＥＤＯにおける公的研究費の不正使用等及び研究活動の不正行為に関する告発・相談及び通知先

の窓口は以下のとおりです。 
 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 検査・業務管理部 
〒２１２－８５５４ 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０ 
電話番号 ：０４４－５２０－５１３１ 
ＦＡＸ番号：０４４－５２０－５１３３ 
電子メール：helpdesk-2@nedo.go.jp 
ホームページ：http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu/index.html 
（電話による受付時間は、平日：9 時 30 分～12 時 00 分、13 時 00 分～18 時 00 分です。） 

 
５．提案書類の提出期限及び提出先 

(1) 提出期限：平成２２年７月２０日（月）１７：００必着 

(2) 提 出 先：独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

技術開発推進部（標準化・知財戦略グループ:竹脇） 

〒212-8554  神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０ ミューザ川崎セントラルタワー２０階 

※持参の場合は、１６階「総合案内」で受付を行い、受付の指示に従って下さい。 

 

６．問い合わせ 

本公募に関するお問い合わせは、下記まで E-mail または FAX にてお願いします。 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

技術開発推進部 標準化・知財戦略グループ : 山本、菅、橋場、小島 

ＦＡＸ：０４４－５２０－５１７８ 

E-mail : hyoujun10@nedo.go.jp 

 

mailto:helpdesk-2@nedo.go.jp
http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu/index.html

